
社会福祉施設等の要配慮者関連施設が隣接し
ている箇所において計画的な治山対策の推進
を図っている。

エ　水害対策
　洪水被害を防止又は軽減することを目的に
河川改修等を行う治水対策、過去の高潮・津
波等による災害発生の状況等を勘案した海岸
保全施設整備等を積極的に推進することとし
ている。浸水被害は被災後従前の生活に戻る
までに多大な労力を要し、障害のある人にとっ
て日常生活に著しい負担をもたらすものであ
るため、そうした被害に対しては、河川激甚
災害対策特別緊急事業など早期に対策を講じ
るハード整備を着実に推進するとともに、ハ
ザードマップなどの円滑かつ迅速な避難を支
援するソフト対策を一体的に行っている。
　また、雨量・水位等の河川情報を地方公共
団体をはじめ地域住民に迅速かつ的確に伝達
するため、インターネットや地上デジタル放
送等によりリアルタイムで情報提供してお
り、特に雨量・水位が一定量を超えるなどの
緊急時においては、迅速な水防活動を実施す
るために、警報等で危険を知らせている。ま
た、地方公共団体の防災活動や国民の警戒避
難行動等を支援し、土砂災害から人命を守る
ため、気象庁及び都道府県が共同して、土砂
災害警戒情報の提供を行っており、平成26年
の「土砂災害防止法」の改正により土砂災害
警戒情報が法律上に明記されるとともに、市
町村への通知及び一般への周知が都道府県に
義務付けられている。渇水時においても情報
提供を推進しており、全国のダムの貯水状況、
取水制限、給水制限を受けている市町村に関
する情報等の提供を行っている。

オ　防火安全対策
　全国の消防機関等では、春、秋の全国火災
予防運動を通じて「特定防火対象物等におけ

る防火安全対策の徹底」等を重点目標として
取り組んでおり、障害のある人等が入居する
小規模社会福祉施設等においては、適切な避
難誘導体制の確保を図るとともに、消防法令
違反の重点的な是正の推進など必要な防火安
全対策の徹底を図っている。

カ　 東日本大震災における障害のある人たち
への主な支援

　平成23年３月11日に発生した東日本大震災
に伴い、被災地、被災者に対して講じられた
施策のうち、障害のある人への支援の一環と
して実施されているものとして、主に次のよ
うな施策がある（平成27年３月現在）。
①　利用負担減免等
　厚生労働省は、障害のある人や障害福祉サー
ビスの提供を行う事業者に対し、以下のよう
な利用者負担の減免や障害福祉サービスに係
る措置を弾力的に行うよう通知等を行った。
（ア）利用者への対応について
・ 被災した障害者等にかかる障害福祉サービ
ス等の利用者負担を市町村が免除した場
合、この利用者負担額について、国がその
全額を財政支援することとした。

（イ）障害福祉サービスの提供について
・ 被災者等を受け入れたときなどに、一時的
に、定員を超える場合を含め人員配置基準
や施設設備基準を満たさない場合も報酬の
減額等を行わないこととした。

・ また、やむを得ない理由により、利用者の
避難先等において、安否確認や相談支援等
のできる限りの支援の提供を行った場合
は、これまでの障害福祉サービスとして報
酬の対象とすることとした。

・ 避難所においてホームヘルプサービスを提
供した場合も報酬の対象とすることとした。

・ さらに、利用者とともに仮設の施設や他の
施設等に避難し、そこにおいて障害福祉
サービスを提供した場合も報酬の対象とす
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ることとした。
（ウ）介護職員等の派遣、避難者の受入等
・ 各事業所等において、介護職員等が不足し
ている場合には、国や県などの調整を受け
て、別の事業所等より介護職員等の派遣を
行った。
・ また、被災等により利用者の避難が必要で
ある場合には、国や県等において調整を行
い、受入先を確保した。
（エ） 被災地における障害福祉サービス等の

再開支援について
・ 震災を受け被災した障害者支援施設等の復
旧事業や事業再開に要する経費に関する国
庫補助事業を実施し、復旧支援を行った。
・ 甚大な被害を受けた被災地の障害福祉サー
ビス事業所等が復興期においても安定した
サービス提供を行うことができるよう、被
災県ごとに支援拠点を設置し、
（a） 障害者就労支援事業所の活動支援（業

務発注の確保、流通経路の再建等）
（b） 福祉・介護職員等の人材確保のための

支援
（c） その他障害福祉サービス事業所等の事

業再開に向けた体制整備などに取り組
む事業や、居宅介護事業所等の事業の
再開に向けた整備の補助を行うための
予算措置を行った。

②　心のケア
　また、心のケアについては、災害救助法に
基づき、精神科医、看護師、精神保健福祉士
等４、５人程度で構成される「心のケアチー
ム」が、市町村の保健師と連携を取りながら
避難所の巡回等を行った。
　被災者の生活の場が仮設住宅や自宅に移っ
た後も、PTSDの症状が長期化したり、うつ
病や不安障害の方が増加したりすることが考
えられることから、岩手、宮城、福島の各県
に「心のケアセンター」を設置し、継続的に
心のケアを行う看護師、精神保健福祉士、臨

床心理士等の専門職が、保健所及び市町村と
連携しながら、心のケアが必要な方への相談
支援等を実施している。
③　発達障害
　全国の発達障害者支援センターの中核とし
て、国立障害者リハビリテーションセンター
に設置されている発達障害情報・支援セン
ターでは、震災直後から、発達障害のある人
に対する円滑な支援を図るため、被災地で対
応する方々に向けて、支援の際の留意点等の
情報提供を行った。また、災害時に必要な対
応をまとめた冊子を作成し、ホームページに
掲載するとともにその周知を行った。（http://
www.rehab.go.jp/ddis/災害時の発達障害児・
者について/）
④　教育機会確保・就学支援等
　文部科学省では、障害のある幼児児童生徒
も含め、幼児児童生徒の教育機会確保のため、
就学援助等を実施するとともに、各都道府県
教育委員会等に対し、被災幼児児童生徒の学
校への受入れを実施している。
　さらに、震災により就学等困難となった特
別支援学校及び特別支援学級等の幼児児童生
徒に対し就学支援を行うための経費や、障害
のある幼児児童生徒も含め、被災した幼児児
童生徒等の心のケアの充実を図るため、ス
クールカウンセラー等を緊急派遣する経費及
び特別支援学校における学習活動の充実を図
る外部専門家の活用のための経費を措置し、
障害のある幼児児童生徒の就学支援の確保を
図っている。
⑤　教師のためのハンドブック
　国立特別支援教育総合研究所は、平成23年
度に「震災後の子どもたちを支える教師のた
めのハンドブック～発達障害のある子どもへ
の対応を中心に～」を作成し、関係機関に配
布するとともに、ホームページに掲載をして
いる。（http://www.nise.go.jp/cms/6,3758,53.
html）
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